
現在の取扱店 : 日本銀行中津代理店（大分銀行中津支

店）

取扱店変更日 : 令和 ７年 １２月 ９ 日 （火）

新たな取扱店 : 日本銀行大分支店（有価証券）

日本銀行中津代理店の供託有価証券の取引事務の集約

に伴い、大分地方法務局宇佐支局の供託有価証券の寄託

先（取扱店）等が、次のとおり変更となります。

※ 令和７年１２月９日（火）以降、供託有価証券の寄託又は受取は、

日本銀行大分支店となります。

※ご不明な点は、お問い合わせください。

〒８７０-８５１３ 大分市荷揚町７番５号

大分地方法務局供託課 電話：０９７-５３２-３３５２

〒８７９-０４５３ 宇佐市大字上田１０５５番地１

大分地方法務局宇佐支局 電話：０９７８-３２-０５０８



日本銀行代理店の有価証券集約に伴う

供託事務の取扱いに関するＱ＆Ａ集

大分地方法務局供託課  
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Ｑ1 供託有価証券の取扱いは、どうなりますか。 

 Ａ 令和７年１２月９日（火)以降、有価証券による供託を宇佐支局において申請

する場合は、同支局で受理決定後、納入期限までに有価証券等の一式の必要書

類を日本銀行大分支店に持参又は郵送（郵送料は、供託者が負担する必要があ

ります。また、郵送する場合は、あらかじめ日本銀行大分支店業務課への連絡

を行う必要があります。）する手続となります。 

なお、供託有価証券の払渡請求の場合は、同支局に払渡請求書を提出し、そ

の認可後、払渡請求に係る必要書類を日本銀行大分支店に持参又は郵送するこ

ととなります。 

 

 

Ｑ２ 令和７年１２月９日（火)以前に有価証券の寄託又は払渡請求した場合は、

１２月９日以降に日本銀行中津代理店（大分銀行中津支店）又は、日本銀行大分

支店で手続できますか。 

 Ａ 有価証券の移管手続は、令和７年１２月８日から１２月９日にかけて行いま

すので、１２月８日から１２月９日までは、日本銀行中津代理店（大分銀行中

津支店）又は、日本銀行大分支店において受払手続ができないため、１２月５

日午後３時までに日本銀行中津代理店で有価証券の受払の手続をお願いしま

す。 
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